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開会 午後 ２時１９分 

─────────────────────────────────────────────── 

◎開会宣言 

○植田委員長 改めまして、皆さん、こんにちは。 

  ただいまから病院建設運営委員会を、先ほどの本会議に続きまして大変ですが、始め

させていただきます。 

  出席委員は13名ですので、委員会条例第11条の規定による定足数を満たしており、会

議が成立していることを報告いたします。 

  なお、本日の委員会は、委員会条例第15条の規定により公開といたしておりますので、

傍聴を許可することで御了解願います。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名委員の指名について 

○植田委員長 次に、会議録署名委員を指名いたします。 

  私から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。それでは、私から署名委員を指名いたします。 

  脇坂委員、銭谷委員を署名委員に指名いたします。よろしくお願いいたします。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎審議内容と付託議案の採決方法について 

○植田委員長 次に、地方自治法第292条において準用する同法第121条の規定により、説

明のため、理事者に対し、当委員会の出席を求めました文書の写しをお手元に配付し

ておりますので、御了承願います。 

  さて、当委員会につきましては、本会議より付託を受けました議第１号、南和広域医

療組合情報公開条例の制定について、議第２号、南和広域医療組合個人情報保護条例

の制定について、議第３号、南和広域医療組合情報公開・個人情報保護審査会設置条

例の制定について、議第４号、南和広域医療組合行政財産使用料条例の制定について、

議第５号、南和広域医療組合南奈良看護専門学校の設置及び管理に関する条例の制定

について、議第６号、南和広域医療組合職員定数条例の一部を改正する条例について、

議第７号、南和広域医療組合副管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する
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条例について、議第８号、平成26年度南和広域医療組合一般会計補正予算（第１号）

について、議第９号、平成27年度南和広域医療組合一般会計予算について、議第10号、

南和広域医療組合医療情報システム等導入業務委託契約の締結についての10議案及び

理事者側からの報告事項、１．吉野病院の医療機能の見直しについて、２．イニシャ

ルコスト及びランニングコストについて、３．公立３病院職員の身分移管に向けたス

ケジュールについての３件について、理事者から説明及び報告を求め、審議を行いま

す。 

  この際、お諮りいたします。 

  当委員会における付託議案の採決の方法については、議第１号から議第７号までの条

例制定及び一部改正の７議案は簡易採決によるものとし、議第８号から議第10号まで

の予算案件２議案及び契約締結案件１議案については起立採決によるものとすること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。採決の方法については、そのように行うことに決し

ました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎１．議第１号、南和広域医療組合情報公開条例の制定 

 について、２．議第２号、南和広域医療組合個人情報 

 保護条例の制定について、３．議第３号、南和広域医 

 療組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の制定 

 について 

○植田委員長 次に、会議次第、付託議案１．議第１号、南和広域医療組合情報公開条例

の制定について、２．議第２号、南和広域医療組合個人情報保護条例の制定について、

３．議第３号、南和広域医療組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の制定につ

いての３議案につきましては、行政情報のコントロールという観点から関連性が高い

ものと考えます。 

  お諮りいたします。 

  議第１号、議第２号、議第３号を一括議題とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 
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  議第１号、議第２号、議第３号を一括議題とし、理事者からの説明を求めます。 

  福井事務局長。 

○福井事務局長 失礼いたします。事務局長、福井でございます。 

  私のほうから、議第１号から第３号で上程をされました条例の制定案につきまして、

お手元の平成27年第１回定例議案説明資料に基づきまして説明をさせていただきたい

と思います。 

  失礼して、座って説明をさせていただきます。 

○植田委員長 はい、どうぞ。 

○福井事務局長 恐れ入ります。資料の２ページのほうをお願いをいたします。 

  まず、資料２、情報公開条例の制定でございます。 

  左上の制定趣旨のほうにも記載をしておりますが、この南和の医療機能再編事業の進

捗とともに、今後、医療備品の調達や業務委託など多くの契約業務を進めていくこと

になるため、公正で民主的な組合業務の推進を図り、住民の皆様の理解と信頼をさら

に深めることを目的に、今回この条例を制定することといたしました。 

  条例案の主なポイントといたしましては、行政機関の保有する情報公開に関する法律

に準拠する内容になっていること、情報の書きぶりにつきましては当組合と状況が近

く、制定の時期が比較的新しい後期高齢者医療広域連合の条例を参考にしていること

でございます。 

  また、情報公開の対象となる実施機関は、監査委員、議会も含めたものとしておりま

す。 

  なお、情報公開の対象となる行政文書につきましては、本年４月の施行日以降ですが、

それ以前の文書もできる限り開示するという努力義務を定めてございます。 

  続きまして、資料右側の条例案の概要でございます。 

  この条例は、組合が保有する行政文書の開示請求制度と不服申し立て手続きについて

規定をしております。 

  開示請求手続につきましては、記載のとおり、開示請求の方法、開示決定の時期及び

原則開示の例外として開示対象外情報を定めております。 

  また、不服申し立て手続きにつきましては、行政不服審査法による不服申し立てがで

きることなどを規定をしております。 

  一番下段に書いておりますように、施行日は本年４月１日としております。 
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  次に、３ページのほうをお願いをいたします。 

  資料３、個人情報保護条例の制定についてでございます。 

  情報公開を進める一方、個人のプライバシー保護は重要なテーマでございますので、

情報公開とこの個人情報の保護条例というのは対で設定される場合が多くなってござ

います。 

  組合といたしましても、制定趣旨に記載をしておりますように、医療情報システム導

入業務の委託を初め、今後、患者の個人情報を扱う数が増大をしていくことが想定さ

れますので、コンプライアンス確保の観点から、今回、罰則規定を盛り込んだ条例を

制定したいと考えてございます。 

  個人情報保護の法体系は、左側下の絵のほうにも描いておりますように、通則的な個

人情報保護法がありまして、公的な部門はその位置づけによりましてそれぞれ法律ま

たは条例で内容を定めることとなっておりますが、規定すべき内容につきまして、そ

の考え方に大きな違いはございませんので、情報公開条例同様、国の法律に準拠し、

後期高齢者医療広域連合条例を参考にこの条例も作成をしております。 

  続きまして、資料右側の条例案の概要のほうでございます。 

  この条例は、個人情報取り扱いライフサイクルにのっとって規定をしております。 

  まず、情報の取得に関しましては、利用目的の特性、利用目的の範囲内での保有を定

めております。また、適切な情報の保有を図るために、記載の事項を順守するように

求めてございまして、違反した場合には最高２年以下の懲役、または100万以下の罰金

と厳しい罰則規定も盛り込んでございます。 

  また、みずからの個人情報が適切に保有されていることを担保するものとして、記載

のとおり、情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求ができる仕組みも設けておりま

す。 

  施行日は、情報公開条例同様、本年４月１日としております。 

  次に、４ページのほうをお願いをいたします。 

  資料４、情報公開・個人情報保護審査会設置条例の制定についてでございます。 

  制定趣旨にありますように、情報公開条例、個人情報保護条例の運用上、不服申し立

て等があった場合などに、実施機関からの諮問を受けまして、調査、審議する機関と

して設置するものでございます。 

  資料右側の条例案の概要をごらんください。 
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  この条例に規定しております内容は、その審査会が調査を審議する内容、審査会の組

織、調査権限といったことが主でありまして、その内容は資料に記載のとおりでござ

います。 

  なお、この審査会は組合の附属機関として位置づけをするために、一番下の（４）の

委員報酬に記載がございますように、該当の条例をあわせて改正し、委員報酬を日額

１万900円と定めることとしております。 

  以上、簡単でございますが、議第１号から第３号に係る説明とさせていただきます。 

  以上でございます。 

○植田委員長 御苦労さまでした。 

  理事者からの説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  議第１号、議第２号、議第３号に関して質疑のある委員は挙手をお願いいたします。

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 ないようでありますので、以上で質疑を打ち切ります。 

  本件の採決につきましては、議第１号、議第２号、議第３号を一括して採決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  議第１号、南和広域医療組合情報公開条例の制定について、議第２号、南和広域医療

組合個人情報保護条例の制定について、議第３号、南和広域医療組合情報公開・個人

情報保護審査会設置条例の制定については、原案どおり可決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。よって、議第１号、南和広域医療組合情報公開条例

の制定について、議第２号、南和広域医療組合個人情報保護条例の制定について、議

第３号、南和広域医療組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の制定については、

原案のとおり可決することに決定いたしました。 

─────────────────────────────────────────────── 
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◎４．議第４号、南和広域医療組合行政財産使用料条例 

 の制定について 

○植田委員長 続きまして、会議次第、付託議案４．議第４号、南和広域医療組合行政財

産使用料条例の制定について、理事者の説明を求めます。 

  福井事務局長。 

○福井事務局長 すみません。引き続き説明をさせていただきます。 

  座ってさせていただきます。 

  それでは、資料の５ページのほうをお願いをいたします。 

  議第４号、行政財産使用料条例の制定についての説明でございます。 

  左側制定趣旨にも記載のとおり、今後、病院用地への電柱や上下水道管等の布設とい

った行政財産の目的外使用申請が増加をしていくことが想定されますので、今回制定

をするものでございます。 

  下の主なポイント欄に記載のとおり、本条例で規定をいたします主な内容は、行政財

産の目的外使用に係る使用料の額及び使用料を減免する場合の要件でございます。 

  その内容につきましては、資料右側の条例案の概要欄に記載をしておるとおりでござ

いまして、使用料の金額及び減免要件は、県の条例と同じ内容となっております。 

  この条例も、施行日は本年４月１日ということで考えております。 

  以上、簡単でございますが、議第４号に係る説明とさせていただきます。 

○植田委員長 御苦労さまでした。 

  理事者からの説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  議第４号、南和広域医療組合行政財産使用料条例の制定について、質疑のある委員は

挙手をお願いいたします。いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 いないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  お諮りいたします。 

  議第４号、南和広域医療組合行政財産使用料条例の制定については、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。議第４号、南和広域医療組合行政財産使用料条例の
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制定については、原案どおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎５．議第５号、南和広域医療組合南奈良看護専門学校 

 の設置及び管理に関する条例の制定について 

○植田委員長 続きまして、会議次第、付託議案５．議第５号、南和広域医療組合南奈良

看護専門学校の設置及び管理に関する条例の制定について、理事者の説明を求めます。 

  福井事務局長。 

○福井事務局長 すみません。それでは、引き続いて説明をさせていただきます。 

  失礼して座らせていただきます。 

  それでは、議第５号、南和広域医療組合南奈良看護専門学校の設置及び管理に関する

条例につきましての説明でございます。 

  先ほどの議案説明資料の６ページのほうをお願いをいたします。 

  前回の議会のほうで、組合の看護専門学校の開設手続きを行うに当たりまして、学校

名、入学金、授業料等を規定した条例をこの２月議会に上程をしていただく必要があ

るという旨の説明をさせていただいたところでございますが、それに対応するものと

して、今回、この条例を提案するものでございます。 

  ２の主なポイント欄に記載をしておりますように、条例案につきましては、基本的に

現行の五條看専を継承するものであるため、県の規定を参考に作成をしております。 

  資料右側の条例案の概要にありますように、学校の名称は南和広域医療組合南奈良看

護専門学校としておりますが、これは、新しい看護専門学校を組合が設置することと、

隣接の南奈良総合医療センターとの関連性を踏まえて決定したものでございます。 

  学校の名称につきましては、利用者が限られますので、病院のように公募は行わず、

現行の五條看護専門学校を中心に検討され、決められたところでございます。 

  次に、授業料は年額36万円、入学料は10万円、入学考査料は２万円としておりますが、

これは、建物を新築し設備環境を改善することと、それから実習等の教育内容も向上

することから金額を見直し、奈良市立や高田市立といった県内公立看専と同額に設定

したところでございます。 

  なお、この金額につきましては、28年度新入生から適用いたしまして、在校生は経過

措置で現行のままとする予定でございます。 

  また、この条例の施行日ですが、基本は開校日であります28年４月１日といたします
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が、新入生の入学選抜試験実施の都合等によりまして、入学考査料など一部の規定は

前倒しをして、27年、ことしの５月１日から施行することといたします。 

  以上、簡単でございますが、議第５号に係る説明とさせていただきます。 

○植田委員長 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  議第５号、南和広域医療組合南奈良看護専門学校の設置及び管理に関する条例の制定

について、質疑のある委員は挙手を願います。 

  吉井委員。 

○吉井委員 すみません。参考までに教えていただきたいんですけど、在校生は経過措置

で現行のままということで、現行はお幾らか教えていただけますか。 

○植田委員長 福井事務局長。 

○福井事務局長 現行ですが、現在の授業料のほうは年額で11万8,000円、それから入学

金のほうが５万6,400円、入学考査料は9,800円となってございます。 

○吉井委員 ありがとうございます。 

○植田委員長 よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 ないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  お諮りいたします。 

  議第５号、南和広域医療組合南奈良看護専門学校の設置及び管理に関する条例の制定

については、原案どおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。議第５号、南和広域医療組合南奈良看護専門学校の

設置及び管理に関する条例の制定については、原案どおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎６．議第６号、南和広域医療組合職員定数条例の 

 一部を改正する条例について、７．議第７号、南 

 和広域医療組合副管理者の給与及び旅費に関する 

 条例の一部を改正する条例について 



－11－ 

○植田委員長 次に、会議次第、付託議案６．議第６号、南和広域医療組合職員定数条例

の一部を改正する条例について、７．議第７号、南和広域医療組合副管理者の給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例についての２議案につきましては、組合職

員に関する案件という観点から関連性が高いものと考えます。 

  お諮りいたします。 

  議第６号及び議第７号を一括議題とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。議第６号及び議第７号を一括議題とし、理事者から

の説明を求めます。 

  福井事務局長。 

○福井事務局長 それでは、議第６号と議第７号の説明をさせていただきます。 

  座って失礼いたします。 

  それでは、先ほどの議案説明資料の７ページのほうを、まずお願いをいたします。 

  議第６号、南和広域医療組合職員定数条例の一部を改正する条例についてでございま

す。 

  改正趣旨に記載をしております理由によりまして、組合職員定数を５名増加する内容

でございます。 

  現在、組合事務局には、副管理者を除きまして、県から派遣されている職員が７名、

市町村から派遣されている職員が８名在籍をしておりますが、27年度には医療機器や

備品等の調達、病院運営業務等に関する委託先の選定、病院運営に向けた公営企業会

計への移行作業など、新体制開始に向けました多くの業務が待ったなしで残っておる

状況でございます。 

  このため、スムーズに新病院のオープンを迎えるため、事務局体制の強化を図り、残

りの業務に当たってまいりたいと考えておりまして、県や市町村からの増員をいただ

く方向で調整を行っておるところでございます。 

  何とぞ、本条例の改正につきまして御理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

  続いて、資料の８ページのほうをお願いをいたします。 

  議第７号、南和広域医療組合副管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例についてでございます。 
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  先ほど本会議のほうで御承認をいただきました組合常勤副管理者の期末手当の支給率

の改正分を６月支給、12月支給の１年間の平準に変更するための改正でございます。

改正内容は、資料記載のとおりでございます。 

  なお、以上２つの条例の一部改正につきましては、施行日は本年４月１日でございま

す。 

  甚だ簡単でございますが、これで議第６号及び第７号に係る説明とさせていただきま

す。 

○植田委員長 御苦労さまでした。 

  それでは、質疑に入ります。 

  議第６号、南和広域医療組合職員定数条例の一部を改正する条例について及び議第７

号、南和広域医療組合副管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、質疑のある委員の挙手をお願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 職員が新たに４月１日から増員されるというふうにとらせていただいており

ますけども、５人のこの内訳、県市町村という内訳、先ほどおっしゃっておりました

が、具体的な数、県何人、市何人、町何人という。５人ですね。５人をふやすという

ことですよね。その中の内訳がわかりましたら教えてもらえますか。 

○植田委員長 福井事務局長。 

○福井事務局長 すみません。一応、先ほど申し上げたのは現行の職員数でございますが、

ちょっと５人につきましては、県のほうで、今、定数何人ふやすかとか、また、市町

村のほうに、できるだけ出してくださいとお願いをさせていただいている最中でござ

いまして、具体的に５名がどこの町からとかいうきっちりした数は出ておりませんの

で、一応現段階としては県から２名、あとできるだけ町村のほうからもお願いしたい

という方向で調整をしておるということで御理解いただけたらと思います。 

○植田委員長 よろしいですか。 

  ほかに質問ある方、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 いないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  お諮りいたします。 

  議第６号、南和広域医療組合職員定数条例の一部を改正する条例について及び議第７
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号、南和広域医療組合副管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、原案どおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。議第６号、南和広域医療組合職員定数条例の一部を

改正する条例について及び議第７号、南和広域医療組合副管理者の給与及び旅費に関

する条例の一部を改正する条例については、原案どおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎８．議第８号、平成26年度南和広域医療組合一般会 

 計補正予算（第１号）について 

○植田委員長 続きまして、会議次第、付託議案８．議第８号、平成26年度南和広域医療

組合一般会計補正予算（第１号）について、理事者の説明を求めます。 

  杉山副管理者。 

○杉山副管理者 私のほうから、第８号議案について説明をさせていただきたいと思いま

す。 

  失礼して、座らせていただきます。 

○植田委員長 はい、どうぞ座ってしてください。 

○杉山副管理者 同じ資料の９ページをお願いをいたします。 

  議第８号、平成26年度南和広域医療組合一般会計補正予算について、説明を申し上げ

ます。 

  上段、補正予算の概要欄をごらんください。 

  平成26年度一般会計補正予算として繰越明許費の設定をお願いするものでございます。 

  内容といたしまして、救急病院等施設整備事業13億3,400万円を平成27年度へ繰り越

すものでございます。 

  繰り越しの理由といたしまして、準備工事段階において、各工種の職人確保に時間を

要したことにより、繰り越しを行うものでございます。 

  下段に参考と記載してございますが、各年度ごとの予算計上額と執行見込み額を記載

してございますが、工事契約が昨年の３月27日になったことから、平成25年度予算と

して計上をしておりました18億4,300万円の全額につきまして、平成26年度への繰り越

しを行い、これについては全額執行することとし、平成26年度の現年分を翌年度に繰

り越しを行うものでございます。 
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  なお、工事につきましては順調に推移をしており、契約どおり本年の12月末には建設

工事が完了し、その後、外構工事を行い、平成28年３月には予定どおり完了する見込

みでございます。 

  次の10ページ、お願いをいたします。 

  現在の工事の状況について、簡単に説明をさせていただきます。 

  現在、病院建物の３階部分のコンクリートの打設を行っている状況にございまして、

５月の上旬には、５階建ての建物でございますが、５階までの躯体工事が完了する見

込みでございます。また、看護専門学校及び体育館につきましても、基礎工事に着手

している状況にございまして、建物関係は全て12月末に竣工する予定でございます。 

  工事の進捗状況及び補正予算の説明は以上とさせていただきます。 

  よろしく御審議のほどお願いをいたします。 

○植田委員長 御苦労さまでした。 

  それでは、議第８号、平成26年度南和広域医療組合一般会計補正予算（第１号）につ

いて、質疑のある委員は挙手をお願いいたします。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 いないようでありますので、以上で質疑を打ち切ります。 

  これより採決に入ります。 

  お諮りいたします。 

  議第８号、平成26年度南和広域医療組合一般会計補正予算（第１号）については、原

案どおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○植田委員長 起立多数。御着席ください。 

  起立多数であります。議第８号、平成26年度南和広域医療組合一般会計補正予算（第

１号）については、原案どおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎９．議第９号、平成27年度南和広域医療組合一般会 

 計予算について 

○植田委員長 続きまして、会議次第、付託議案９．議第９号、平成27年度南和広域医療

組合一般会計予算について、理事者の説明を求めます。 

  杉山副管理者。 
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○杉山副管理者 続きまして、議第９号について説明をさせていただきます。 

  失礼して、座らせていただきます。 

○植田委員長 はい、どうぞ、座ってしてください。 

○杉山副管理者 同じ資料の11ページをお願いをいたします。 

  議第９号、平成27年度南和広域医療組合一般会計予算について説明を申し上げます。 

  予算の概要といたしましては、現年度分の予算といたしまして、施設整備事業費、組

合運営費及び公債費がございます。合計101億6,600万円の予算規模となってございま

す。 

  また、債務負担行為の設定といたしまして、五條病院改修事業に要する費用、病院移

転に要する費用及び病院施設等運営及び管理に要する費用といたしまして、それぞれ

平成27年度に契約を行う必要があることから、記載のとおり、債務負担行為の設定を

行うものでございます。 

  具体的な内容につきましては、次のページで説明をさせていただきます。 

  12ページのほうをお願いをいたします。 

  歳入につきましては、まず、負担金といたしまして48億600万円余りがございます。

内容に記載のとおり、運営費、事業費及び公債費について、案分のルールに基づきま

して構成団体に負担をお願いをするものでございます。 

  組合債といたしまして19億2,600万円余りの起債を財源として計上しております。 

  また、県補助金といたしまして34億2,900万円余りを計上してございます。内容につ

いては記載のとおりでございます。 

  それ以外に、記載のとおり、諸収入及び財産収入を計上しております。 

  次に、歳出につきましては、人件費といたしまして２億1,900万円余りを計上してお

ります。内訳は、記載のとおりでございます。 

  次に、公債費として700万円余りを計上しております。これは、平成25年度に組合が

借り入れを行いました病院事業債の償還利子分でございます。 

  次に、建設改良費として98億6,100万円余りを計上してございます。内訳の主なもの

といたしましては、南奈良総合医療センター等建築工事61億4,800万円余り、バイオマ

ス給湯設備、ソーラー街路灯設置工事8,500万円、吉野病院改修工事6,900万円余り、

吉野病院土地建物購入費10億9,200万円、南奈良総合医療センター医療機器整備費18億

9,000万円でございます。 
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  次に、事務費として7,400万円余りを計上してございます。内訳としては、住民啓発

事業として500万円余りがございます。これは、住民の方に対するパンフレットの作成

やホームページの作成に要する費用でございます。 

  また、看護専門学校の開設準備経費や、本年12月末をもって南奈良総合医療センター

の建物の引き渡しを受けることから、その後の電気代や警備等に要する費用が発生す

ることから、病院施設管理費を計上してございます。 

  次に、基金積立金といたしまして300万円余りを計上しております。これは、整備運

営基金の利子の積み立てを行うものでございます。 

  平成27年度予算につきましては、ただいま説明を申し上げましたとおり、100億円を

超える大きな規模となり、構成団体の負担も相当膨らんでくるところでございます。

組合といたしましては、経費節減の視点を大事に、効率的な予算執行に努める所存で

ございますので、御理解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

  予算の説明は以上とさせていただきます。御審議どうぞよろしくお願いいたします。 

○植田委員長 理事者からの説明が終わりました。 

  議第９号、平成27年度南和広域医療組合一般会計予算についての質疑のある委員は挙

手をお願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 ないようでありますので、以上で質疑を打ち切ります。 

  これより採決に入ります。 

  お諮りいたします。 

  議第９号、平成27年度南和広域医療組合一般会計予算については、原案どおり可決す

ることに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○植田委員長 ありがとうございます。御着席ください。 

  起立多数であります。よって、議第９号、平成27年度南和広域医療組合一般会計予算

については、原案どおり可決することに決しました。 

  ただいまから10分間休憩をいたします。 

  ３時５分に再開をいたします。 

休憩 午後 ２時５６分 

再開 午後 ３時 ４分 
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○植田委員長 再開いたします。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎10．議第10号、南和広域医療組合医療情報システ 

 ム等導入業務委託契約の締結について 

○植田委員長 続きまして、会議次第、付託議案10．議第10号、南和広域医療組合医療情

報システム等導入業務委託契約の締結について、理事者の説明を求めます。 

  杉山副管理者。 

○杉山副管理者 続きまして、議第10号の説明をさせていただきます。 

  失礼して、座らせていただきます。 

○植田委員長 はい、どうぞ、座ってください。 

○杉山副管理者 資料の13ページ、お願いをいたします。 

  医療情報システム等導入業務委託契約の締結につきまして説明を申し上げます。 

  医療情報システムにつきましては、昨年の７月の運営会議及び組合議会におきまして、

調達をいたしますシステムの内容について説明を行わせていただき、その後、公募型

プロポーザル方式により公募等の調達手続を開始をいたしました。 

  特徴といたしましては、３つの病院間をシステムで結びまして、１患者・１ＩＤ・１

カルテといったイメージで運営を行うものでございます。 

  また、僻地診療所とのネットワーク環境の整備を行い、僻地診療所からシステムを使

って診療予約を行い、また、病院で行った検査や治療の内容を診療所の医師が見るこ

とができるようになるといったことによって、地域に戻られてからの診療に役立てて

いただくことができるといったような点がございます。 

  プロポーザルの公募につきましては、本事業の概要欄に記載してますとおり、予定価

格、消費税込みでございますが、14億400万円で、９月の11日付で公募を行い、業者選

定の実施状況等欄に記載のとおり、３者の応募があった中で、デモンストレーション

審査やプレゼンテーション審査といった手続きを経て、富士通株式会社を最優秀提案

者として選定を行い、開発をしますシステムの内容、金額につきまして、詳細な調整

を行ってきたところでございます。 

  契約金額は、仮契約の概要に記載のとおり、消費税込みで13億4,881万2,000円でござ

います。参考までに、予定価格から見た請負率は96.07％でございます。 

  委託契約の締結につきましての説明は、以上とさせていただきます。 
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  よろしく御審議をお願いいたします。 

○植田委員長 御苦労さまでした。 

  理事者からの説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  議第10号、南和広域医療組合医療情報システム等導入業務委託契約の締結について、

質疑のある委員は挙手をお願いいたします。 

  国中委員。 

○国中委員 ちょっと教えていただきたいと思うんやけども、この情報システムの中身そ

のものは、一つはカルテ、統一カルテというんですか、電子カルテか、電子カルテい

うのが入ってると思うんやけども、この診療所とこの中核の病院との関係のカルテと

いうのは、診療所は診療所で設置主体の町村が自分とこで費用を出してしなきゃなら

んのか、それとも、全体的にここで見たってくれてるんか、そこのとこ、どうですか。 

○植田委員長 本次長。 

○本事務局次長 ただいまの御質問でございますが、診療所自体の電子カルテを導入す

るに際しての費用というものは、村立の診療所でございますので、各村、また、五條

市には大塔診療所がありますので、大塔診療所につきましては五條市の負担というふ

うに考えております。 

  そして、現在、既に、例えば十津川の２診療所、昨年に電子カルテシステムを診療所

に導入されて、運営、既にされている診療所も、あと、下北山村の診療所も既に電子

カルテ、導入されております。診療所に電子カルテを導入する経費につきましては、

国民健康保険の制度の中で特別調整交付金という、そういった診療所を情報化すると

きに別にそういう補助金、国民健康保険の枠の中であるというのがございます。です

から、そこでもし不足した場合は、例えば過疎債のソフトで行うなど、それぞれ各村、

または五條市のほうで一番有利な財源の確保方法というものを考えて、今までもいた

だいてシステム導入されてきた診療所もありますし、これから導入を検討されるとこ

ろも、横のつながりでそういった情報提供も受けながら財源を確保して、電子カルテ

の導入をしていくというふうに考えております。 

  ただし、組合から接続しにいくときの費用とか、また、村の方で賄えないような費用

が発生することが、このシステムつなげるときにあります。その分につきましては、

ここの13億4,881万2,000円の組合の事業の経費の中で見ておりますので、決してこの
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システムをつなぎにいくために新たに村なり五條市のほうで診療所のほうで費用が発

生するということのないような内容になっておるというふうに御理解いただけたらと

思っております。 

○植田委員長 国中委員。 

○国中委員 はい、わかりました。 

  そしたら、要するに、設置主体の診療所の自治体が責任持ってやれと、こういうこと

ですか。 

  そしたら、つなぎにいくのはここの費用でやりまんがなと。しかし、これ、相当な金

要るん違うの。それはいろいろと補助金があるとかないとかというようなこともある

さかいに、さっき本さんが説明していただいたけどね。これ、ほんで、どんなぐら

いの各……。例えばですよ、黒滝村やったら大体概算として何ぼほどかかるの。大体

で結構です。教えてもらいたい。 

○本事務局次長 概算でございますが、診療所によって違うのは、例えば機械、内視鏡

があるとか、超音波の機械があるとか、診療所の整備されている医療機器によって違

いますが、大体おおむねでございますが、医療機器の少ない診療所でしたら約500万円

ぐらい、さらに放射線の画像などをＰＡＣＳというそういう画像を収納するシステム

まで一緒に入れかえた場合700万円程度、200万円程度アップするというのが、各診療

所での電子カルテ化に必要な大体のおおむねの経費でございます。 

○植田委員長 国中委員。 

○国中委員 わかりました。 

  ということは、やっぱり当初も先ほど説明受けて、またこれ、建設予算がふえるとか、

いろいろ等々これからもまた、もうちょっとまた出てくる、補正予算が出てくるんち

ゃうかなと。増額のよ。減額は滅多にないと思う。 

  ですので、やっぱり町村負担をやっぱり、例えばもうこんなこと言って失礼かもわか

らんけど、大淀病院抱えておった大淀町、吉野病院抱えておった吉野町、どっちかい

うたら、奈良県が一番これ、もっともっと金出してもらわなあかん。いや、年間11億、

俺、今、ちょっと苦しいんですわ、どっちの立場になってええやわからんけど。奈良

県がもっともっと金出してもうても、ここの立場になればよ、と思うんやけども、町

村負担をやっぱりできるだけ少なくするということを前提にしてもらいたいというん

で思うんですよ。今回は何百万円やさかいに、この電子カルテについては共通のこと
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で、非常に患者さんも負担が少なくなるという大きなメリットあるんで、私たちも賛

成はしますけども、やっぱり町村の自治体そのものが、やっぱりかなりの厳しい財政

の中、500万円、600万円と、また1,000万円近い支出するというのは、五條市なんか、

今、これ文句言うてるで。これはやっちゃれんというていうことで。だから、やっぱ

りそういうことのないようにやっぱり考えてもらいたいなと思います。 

  以上です。わかりました。 

○植田委員長 ほかに。 

  山口委員。 

○山口委員 この医療システム等、なかなか私、素人にはわかりにくいシステムだと思う

んです。ここに入札におきましての公募型プロポーザル方式ということで技術提案、

３者があって、選定委員会いうのが設置されて、決められたわけでございますけれど

も、この選定委員会の委員さん並びに最優秀提案者決めた経緯について教えてもらえ

ますか。 

○植田委員長 本次長。 

○本事務局次長 プロポーザルの審査の過程で少し詳細に御報告申し上げます。 

  まず、審査委員につきましては、有識者と内部の職員とで構成されてます。有識者と

いたしましては、一般財団法人医療情報システム開発センターの理事長であられまし

て、国のこういった診療情報の審査会等の役員も務めておられます山本氏、それと、

奈良県の医療政策部の部長であります渡辺部長、また、渡辺部長につきましては、途

中、御事情がありまして、途中で委員を辞退されるようなことにはなっておりますが、

渡辺部長、当初委員として入っていただいておりました。そして、県立五條病院の麻

酔医であります下川副院長、そして、吉野病院の今度の新しい新体制での吉野病院の

院長内定者であります吉野病院の福岡先生、そして、組合から医療担当副管理者であ

ります松本副管理者、そして杉山副管理者、以上の内部委員と外部委員のバランスを

とっての委員構成で審査に当たっております。 

  この審査委員で審査いたしましたのは、主にプレゼンテーション審査といいまして、

各提案事業者からシステム導入にどのようにシステムとして南和の医療体制、特に全

国で見ても３病院一体経営、３病院一体的な１つのカルテとしての運用であったり、

僻地とのネットワーク、特殊でございますので、そこについての考え方やシステム構

成、また、チームとしての会社の業務の仕方、そういったところをプレゼンテーショ
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ンで審査していただきました。 

  また、採点といたしましては、デモンストレーション審査というのをやりまして、実

際にこの大淀町の文化会館に３者ともこちらからオーダーしました電子カルテや看護

の部門のシステム、放射線の部門のシステム等々、実際にそのベンターがリリースし

ている機械を端末も持ってこさせて、架空のデータもやはり入れて、その部門のそれ

ぞれのワーキンググループという３部門の代表者、点数を持ちまして、３者見比べて

採点をしております。それも総合点の中に重要な視点として評価項目として入れ、や

っております。 

  それと、あとは導入実績、その会社が今まで全国の、こちらが求める基準以上の病院

に導入事例が何者あるのか、この導入事例も開発から含めたシステムインテグレーシ

ョンという、ただ機械を売るだけ、システムを入れるだけではない、開発からきちん

と最終までやり遂げた業務の実績、また、配置予定者の技術力、これもどの病院に、

例えば責任者、主任としてどのぐらい当たってるのか、こういった組合の開発に当た

るスタッフの能力、こういった会社の実績と配置予定職員の実績、こういったところ

から事務局のほうで客観的に審査いたしまして、これらを総合点であらわした結果、

富士通株式会社が最高得点をとったと。その富士通株式会社を最優秀提案者と特定し

てから、その内容をもう一度事務局のほうできちんと見まして、その見るときに、や

はり私ども、今、山口委員もおっしゃったように、私にしてもシステムの詳細につい

てそう詳細な知識持っておりませんので、クライアント側に立ったコンサルティング

として、ＭＥＤＩＳという専門のこういった医療情報の監査などをやっておる会社、

私どもの委託契約受けて、富士通側との間に入って、立場としては組合側の立場で一

個一個、例えばマウスの１個の数とか、そのシステムのちゃんとこちらが求める機能

を発揮できるシステムなのかどうなのかといったところもチェックさせて、そういっ

たところで詳細にわたって金額を詰めて、この仮契約に至っておるというふうなのが

プロポーザルと最後、契約の仮契約に持っていったまでの少し詳細な内容でございま

す。 

  以上でございます。 

○植田委員長 山口委員。 

○山口委員 ありがとうございます。 

  先ほども国中先生のほうからいろんなことはお話出ましたけども、いわゆるネットワ
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ーク、光ケーブルでつながるというわけですね。それを見ることはできるけれども、

送ることはできませんよと。ただし、送ることは各地方自治体でシステムを構築しな

さいよということで、送ることはできるけども、その送る受ける機械も用意しなくて

はならないということですよね。そういうことではないんですか。よろしいんかな。 

○植田委員長 本次長。 

○本事務局次長 診療所側の立場から見ますと、今の診療所に電子カルテシステム、特

に放射線画像、一般撮影のレントゲンの画像などがよくフィルムになってたりとかし

ますと、その診療所のレントゲンの画像を組合にそういう電子的に送ることができま

せん。ですから、診療所を電子化して、診療所で撮影したレントゲンの撮影の画像を

組合のほうが、患者さんの承諾も得てですけれども、つながっておれば、病院の例え

ば先生に専門的なコンサルティング、放射線のドクターも南奈良総合医療センターに

はおりますし、その専門領域の先生もおりますので、例えばコンサルテーションした

り、よく紹介状を持っていかれるときに、皆さんも御経験あると思うんですけど、こ

ういう、最近、ＤＶＤとか、フィルムを持っていく場合もあれば、何かＤＶＤとか見

れて、そのクリニックとか診療所で撮影された画像と、それに関する医師の所見、レ

ポートついたのがあるんですけれども、それを診療所が電子化しますと、もう患者さ

んに渡すことなく、もう組合のほうで、もう南奈良や吉野病院のほうで紹介先の病院

ですぐそれを見ることができるというのが、このネットワーク電子化による効率化で

あろうと考えております。 

  その点、やはり診療所も多分、山口委員が一番、大塔診療所の災害時のときのお話も

ございましたので、それとあわせて、診療所では例えば災害対応であったりとか、さ

らに効率的な業務をするためという目的も持っていただいて、診療所の電子化に取り

組んでいただけたらと考えておるところでございます。 

○植田委員長 国中委員。 

○国中委員 診療所との関係はわかりましたですけども、例えば開業医との関係は、電子

カルテ等々はこれは通用しないわな。開業医の皆さんとの関係はどんなんかな。もう

ついでやから、ちょっと説明していてほしいなと思うんやけど。 

○植田委員長 本次長。 

○本事務局次長 まず、組合といたしましては、来年度の病院オープン時に９カ所の僻

地診療所としっかりと患者を中心としたネットワーク、実際の患者紹介、逆紹介、病
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診連携の実績をきちんとつくりたい。次段階といたしまして、やはり地域の開業医さ

んともきちんと、私のところは組合と連携して診療しますという、多分、手挙げ方式

になってこようかと思いますが、五條医師会、吉野郡医師会ともお話しさせていただ

いて、診療所を特定して、その９カ所の僻地診療所の運用で培ったそのシステムの実

績をもって、次段階として、やはり開業医の先生方ともネットワークを広げていく。 

  また、さらに言いますと、地域包括ケア社会のために、やはりどこかがきちんとそう

いう住民の方とか患者さんのそういったデータを持たなければならない。そう考えま

すと、このシステムというのは拡張性がありますので、この組合のシステムを活用す

るというのも介護の、例えば老健であったりとか、そういった事業所ともネットワー

クを広げていくというのは一つやはり将来の構想としては組合としては持っておると

ころであります。 

○国中委員 ありがとうございました。はい、わかりました。 

○植田委員長 中井委員。 

○中井委員 拡張性ということで、この委託契約自身は何の疑問もないんですけれども、

当然、南和のほうは範囲が広いですし、北部以上に時間がかかると。開業医、当然、

診療所で在宅医療への流れが多分出てきたときに、救急搬送等で運ばれるケースが出

てこようかなと思います。 

  そのときに、今後の可能性なんですけれども、救急車でそのときに情報をキャッチし

て、即座にその病院に運ぶというふうな、今後の、この中ではそれは含まれてないと

思うんですけども、そういった拡張性というのはどのようにお考えなのか、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

○植田委員長 本次長。 

○本事務局次長 まず、南和の面積が広いというところ、それこそがやはりＩＣＴで距

離というところの部分を概念をなくすと。また、時間についても、そういうデータベ

ース化することで、その時間についても24時間、その情報が得ることができるなど、

やはりＩＣＴを使うときにはこの時間と距離という概念をなるべくなくすような取り

組みというのは大事なので、その各、遠い診療所の患者さんの例えばレントゲンの画

像とかも、距離は離れてますけど、南奈良総合センターの専門医のコンサルテーショ

ンを受けることなど、これは距離という概念がなくなりますので、非常に有効である

と考えております。 
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  また、在宅のほうにつきましては、やはり在宅患者の一番心配事というのは、容体が

在宅で悪くなったときに、きちんと受けていただく。受けたときに、その病状がきち

んと病院のほうで把握されている。スムーズに適切な処置が開始できる。ここが大事

だと思っております。そのためにも、吉野病院のほうで地域包括ケア病棟、また、在

宅療養支援病院、そして開業医さんとの、在宅医との情報のネットワーク、連携、こ

ういったところをきちんとやっておくと、在宅で例えば夜に容体が悪くなって病院に

運ばれたときにでも、その患者さんの診療記録が見ることができるというふうなとこ

ろが、在宅とのこのシステムを使った非常に拡張性、将来対応でだんだんよくなって

いくところだと思っております。 

  それと、救急搬送のほうにつきましては、一つは、奈良県のほうで、今、ｅ－ＭＡＴ

ＣＨという救急搬送のルール、これをなるべく電子化して、もっと精度を上げていく

ような取り組みもやっていこうというふうな考え方もあるやに聞いてますので、やは

り搬送先病院と、また再搬送になったときのｅ－ＭＡＴＣＨをテーマにしたシステム、

これはどちらかといいますと、組合としたら利用させていただく側でございますので、

これについてはまた県のほうと調整して、きちんとやっていきたい。 

  そして、もう一つ、救急搬送で、例えば吉野病院とか僻地の診療所で受診されている

方の例えば既往歴とか、最近どのような手術をなさったかとかいうようなところは、

患者カードとか本人さえ確認できれば、あるいは本人がしゃべれない、もう意識障害

が起こっているときとかでもきちんと、吉野病院でかかっておっても、五條病院でか

かっておっても、例えば救急は南奈良で受けますので、南奈良でも、患者の氏名さえ

とか、何か、一番いいのは受診券持っていただいてたりすると、もうすぐにきちんと

診ることができる。これは現在の３病院の体制で、紙カルテでしたら実現できないよ

うなそういったことで、救急の初療は非常にスムーズになってくるということで、シ

ステムの有効性というのは救急医療に関してもかなりあるというふうに考えておりま

すので、その効果が出るような運用につなげていきたいと考えております。 

○植田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

  吉井委員。 

○吉井委員 すみません。吉野郡内の診療所、それと吉野病院、五條病院であるとか、そ

の辺との組合病院とのネットワークで結ばれるということはお伺いいたしました。 

  それと、南奈良病院でのフォローし切れないまた病状であるとか、ちょっと特殊な医
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療である、こういった場合に、やはり県立奈良病院であるとか、奈良県立医大でフォ

ローしていただかないといけないかとは思うんですが、その辺とのネットワークの結

び方というのはどういったふうになってますでしょうか。 

○植田委員長 本次長。 

○本事務局次長 医大とのネットワークでございますが、やはりネットワークというの

は双方向の関係がありまして、組合のほうは割と外向きのサーバーも持ちまして、積

極的な連携はできるんですけれども、まず、県立医科大学のほう、導入されてからも

うかなり、システムをそろそろ更新時期になるやに聞いております。ですから、今度

県立医科大学のほうがそういった２次の私どもの南奈良総合医療センターや吉野病院、

五條病院の病院とか、そういった病院群と連携できるそういったシステムを構築して

いただくことによって、今、吉井委員がおっしゃった医大とも連携、南和の南奈良だ

けではなく、やはり提携病院とのそういう情報のネットワークというのは実現すると。

簡単に申しますと、私どもの努力だけではなかなかシステムで、双方向でございます

ので、実現できないので、あわせて医大ともその歩調を合わせて、患者中心の情報連

携ができるようになっていけたらなというふうに考えておるところでございます。 

○植田委員長 吉井委員。 

○吉井委員 ありがとうございます。 

  一部ネットワークをオープンにちょっとだけ窓口あけておいていただいて、そこから

閲覧だけでもしに行けるようなそういったシステム開発もしていただければ、双方向

でなくても、見にいければ、それなりに患者の状況はわかるわけですから、そういっ

たことも今後ちょっと検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○植田委員長 要望ですね。 

  ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 ないようでありますので、以上で質疑を打ち切ります。 

  これより採決に入ります。 

  お諮りいたします。 

  議第10号、南和広域医療組合医療情報システム等導入業務委託契約の締結については、

原案どおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

○植田委員長 ありがとうございます。御着席ください。 

  起立多数であります。 

  議第10号、南和広域医療組合医療情報システム等導入業務委託契約の締結については、

原案どおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎吉野病院の医療機能の見直しについて 

○植田委員長 続きまして、報告事項のほうに移りますので、資料の確認をお願いいたし

ます。 

  それでは、報告事項１．吉野病院の医療機能の見直しについて、理事者の説明を求め

ます。 

  杉山副管理者。 

○杉山副管理者 そうしましたら、報告事項ということで説明をさせていただきます。 

  座って失礼させていただきます。 

○植田委員長 はい、どうぞ。 

○杉山副管理者 特に資料、今、御確認をいただいておりますけれども、病院建設運営委

員会会議資料ということで、真ん中に１、２、３と３つ書いている資料でございます

が、そちらのほうの１ページをお願いをいたします。 

  吉野病院の医療機能の見直しについて、説明をさせていただきます。 

  本件につきましては、１点目といたしまして、吉野病院への地域包括ケア病棟の導入

について、２点目といたしまして、吉野病院の土地・建物買い取り区分の変更につい

ての２つの案件がございます。 

  まず、２ページのほう、お願いをいたします。 

  まず、地域包括ケア病棟でございますが、こちらは特にリハビリ機能や在宅復帰支援

に重点を置いた入院機能を持つ病床でございまして、昨年４月の国の診療報酬改定に

おいて新設をされた枠組みでございます。 

  地域包括ケア病床を有する病院の主な役割は、１点目といたしまして、急性期病院か

らの患者を受け入れ、そして、きちっとしたリハビリを提供することによりまして、

在宅復帰支援、そして、在宅等の患者の緊急時の受け入れでございます。 

  地域包括ケア病棟導入のメリットにつきましては、１点目は、南和地域の地域包括ケ
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ア社会の構築や在宅医療の推進という時代の流れに沿った社会システムの構築に医療

の面から寄与するものであるということ。 

  ２点目といたしまして、在宅療養されている高齢者に多い症例でございます肺炎など

比較的軽症の患者さんが吉野病院に直接入院できるといった点でございます。なお、

手術や集中的な治療が必要な患者さんは、南奈良総合医療センターで対応するという

基本的な方針については変更はございません。 

  ３点目でございます。南奈良総合医療センターの在院日数の短縮に寄与するものであ

るということでございます。南奈良総合医療センターは、救急患者さんや手術を必要

とする新規の入院患者さんの受け入れのために病床を確保する、そのために病棟をコ

ントロールをしなければなりません。このため、急性期を脱した患者さんが安心して

在宅復帰できるようになるまでのつなぎの病床が必要でございまして、その受け皿と

なるのが地域包括ケア病棟でございます。 

  ４点目は、昨年度の診療報酬改定の重点施策と位置づけられておりますことから、地

域包括ケア病棟の入院基本料が高く設定されておりまして、組合の経営に寄与すると

いった点がございます。また、最下段に米印をつけてございますが、療養病棟への転

換のために予定をしておりました改修工事を一部縮減できることから、工事費用の抑

制も期待できるところでございます。 

  右側のほうをお願いをいたします。 

  地域包括ケア病棟の主な施設基準を記載してございますが、赤字で記載していますよ

うに、専従のリハビリ技師の配置、在宅復帰率が７割以上、また、往診担当医の配置

などクリアすべき基準がございますが、実現は可能と考えているところでございます。 

  今回の見直しに伴い、病床数についても若干の変更を行いまして、吉野病院の病床数

について、赤字で記載してございますように、現行の90床から95床へ５床の増床を予

定をしております。 

  なお、下段に米印を付しておりますが、改修工事の精査によりまして、病床数が若干

変更する場合があること、また、将来的に五條病院にも地域包括ケア病棟を導入する

ということになっても施設基準を満たすことができるよう、手戻りが生じないように、

今回、改修を行う際にハード面の対応をあわせて行うことを考えております。 

  以上が、吉野病院への地域包括ケア病棟の導入の説明とさせていただきます。 

  続いて、２点目といたしまして、吉野病院の土地・建物買い取り区分の変更について
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説明をさせていただきます。 

  次のページ、３ページをお願いをいたします。 

  今、説明を申し上げました吉野病院の病棟機能の見直しにあわせまして、買い取り資

産の見直しを行いたいというふうに考えてございます。 

  現在、吉野町で検討準備されております地域包括ケアの拠点と組合の吉野病院が連携

をすることによりまして、吉野町だけでなく近隣地域を含めた地域包括ケアの拠点づ

くり、在宅医療支援の拠点づくりを進めていきたいというふうに考えております。 

  同一建物内に病院と関連機関を集約をいたしまして、連携して業務を進めていくため

に、この機会に吉野病院の土地、建物の買い取り区分の見直しを行うものでございま

す。 

  内容につきましては、資料に記載をしております表と図で説明を申し上げます。 

  なお、表と図において、黄色で示している部分が組合が買い取りを行う資産の区分で

ございます。 

  右図、右のほうの図の上段、現行をお願いをいたします。 

  緑色、真ん中ほどでございますが、緑色で示している健やか一番館という４階建ての

建物がございます。ちょうど左のほうに健やか一番館の入居機関を記載してございま

すが、こちらの建物、１階と２階を現在、病院として使用しており、３階と４階は吉

野町の福祉・保健関係の行政機関が使用しておりまして、組合としては、病院として

使用を行います１階、２階の部分の買い取りを行って、３階、４階は買い取りをしな

いというのが従来の案でございます。先ほど申し上げました理由によりまして、健や

か一番館の建物全体を組合の買い取り範囲といたしまして、一方、駐車場の土地、図

でいきますと上のほうになりますけれども、駐車場の土地につきましては、現行では

組合が買い取るということにしておりましたが、吉野町さんからの御提案もございま

して、吉野町さんの所有のままとして、組合は無償で使用をさせていただくという見

直しをさせていただきたいと考えております。 

  この見直しによります組合の資産買い取りに要する費用といたしましては、資料の左

側の下に記載してございますように、合計で約1,600万円の負担の減となる見込みでご

ざいます。 

  なお、土地価格の変動、また建物の再鑑定を行いますので、金額には若干の変更が生

じる可能性があるということは申し添えさせていただきます。 
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  以上、吉野病院の土地・建物の買い取り区分の変更についての説明とさせていただき

ます。よろしく御審議をいただきますようお願いいたします。 

○植田委員長 御苦労さまです。 

  理事者側からの説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  ただいまの報告事項に関しまして、質疑のある委員は挙手を願います。ありませんか。 

  吉井委員。 

○吉井委員 すみません。なぜ変更されたんですか。 

○植田委員長 杉山副管理者。 

  どっちの……、変更というのはこっちか。病棟のほうですか。はい、もう少し。 

○吉井委員 本組合、吉野郡、五條市、みんなで支えていくという組合でございますので、

極力スリムなほうがいいかなということは思っております。 

  今回でちょっと変更点が、土地はあってもええ、建物は今度は組合が買い取りにはな

ってますけど、建物は老朽化したり解体したり、いろいろまた今後お金がかかってく

るかとは思いますが、この辺もいろいろ変更になってるんですが、なぜこういうふう

に変更になったのかなと思いまして、お伺いできますか。 

○植田委員長 杉山副管理者。 

○杉山副管理者 建物につきましては、資料３ページのほうに現在の健やか一番館の入居

の状況、記載してございます。まさに１階、２階は病院として使ってますから、組合

として買い取るのは当然と。今回、３階、４階につきましても、吉野町さんのほうが、

いわゆる地域包括ケアの拠点ということで、そういった機関、町としての行政機関に

はなりますけれども、集約をして、そこが吉野病院の地域包括ケア、あるいは在宅医

療の支援機能と連携をしながら、町あるいは町をちょっと広く、吉野郡の周辺地域を

支えていこうというふうな吉野町さんの御意向もありまして、組合としても、まさに

逆に組合がリーダーシップをとるような形で一体的に病院が中心となって町の機関と

一体でその地域の地域包括ケアを進めていくためには、組合として財産を持ってたほ

うが、よりリーダーシップをとりやすいのかなということ。 

  あわせて、土地については、駐車場について、従来とは違う提案もいただいていると

ころから、トータルといたしまして、組合の負担が減るといった部分もやはり大事な

点かなという部分。ですから、中身の部分とトータルコストがこれによって減るとい



－30－ 

う分をあわせて考慮させていただいて、今回、見直しをさせていただきたいというふ

うに考えているところでございます。 

○植田委員長 よろしいか。 

  春増委員。 

○春増委員 ちょっとお聞きしたいんですけども、地域包括ケア病床と療養病床というの

があるんですけども、違いが、今、この資料を見ながらどこがどう違うのかなと一生

懸命考えているのですけど、結局、入院するときに患者さんが払うお金、そういうも

のは要するに地域包括ケア病床のほうが高く基本料がとれるとか、そういう要するに

経営者側にとってメリットがこうありますよとあるんですけども、一番違うのは、要

するにリハビリという、要するに在宅に行くために、在宅で療養するために、それま

でのリハビリというのは物すごく大事なものになってくるんだと思うんですけども、

その部分が要するにこの地域包括ケア病床のほうは、より充実してるというのか、そ

ういう考え方でいいんですか。要するに、急性期の治療が終わって、療養に入る。療

養に入って、今度、その療養のほうから家のほうに帰るのに、やっぱりリハビリとい

うのは物すごく大事になる。だから、療養病床から地域包括病床にかわったりとかし

て自宅へ帰るとか、そういう流れになるんですかね。その辺がちょっとわかりづらい

ところがあるんですけども。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 今の御質問につきまして、ちょっと私のほうからお答えさせていただき

ます。 

  まず、今回、設定いたしました地域包括ケア病棟というのは、従来から、急性期、そ

して回復期、亜急性期というような病状がございます。そして慢性期と、この大きく

３つに分けて考えますと、これらのうちでも、回復期とか亜急性というかそういった

病状に当たる人たちを受け入れるのが一つ役割としてございます。 

  慢性期、療養期と申しますのも、もちろんこれらの方々も医療が終わりましたら当然

帰っていただくということになるわけですけども、それでは退院といいますか、リハ

ビリという観点で申しますと、急性期であっても回復期であっても慢性期であっても、

いずれにせよリハビリは御指摘のように必要でございまして、急性期のうちから行う、

例えば運動器の疾患のリハビリでありますとか、脳神経疾患がございます。それがま

だもう少し機能回復するために重点的に密度の濃いリハビリをするのが、いわゆる南
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奈良総合医療センターで設定しております回復期リハという病棟でございます。 

  この地域包括ケア病棟も同じく、リハビリをしっかりして在宅に帰っていただくわけ

なんですけども、どちらかと申しますと、回復期のリハビリよりも、むしろ、例えば

高齢者の方々で肺炎ですとか心不全になられますと、その後、これで急性期の南奈良

に入院して、じゃ、退院しましょうかというたときに、なかなかもう、一回急性期の

病状になってしまいますと、機能が落ちてしまって寝たきりになるといいますか、寝

たきりに近い状態になる場合がございます。肺炎治った、心不全治ったんだけども、

１週間ほどの入院のうちに随分日常生活、ＡＤＬといいますけども、日常生活動作が

落ちてしまって、寝たきりに近い状態になる人が結構おられますので、そういった

方々のいわゆる日常動作をアップさせるようなリハビリをこの地域包括ケア病棟でし

て、そして在宅へ帰っていただこうという病棟でございます。 

  ところが、まだ退院できない方が当然おられます。やはり寝たきりになるとか、ある

いはいろんな医療処置がまだ残っている。そういう方々は療養期の慢性期のところで

もう少しその医療処置を継続していく、長期の入院が必要ということが必要になりま

すので、そのような方々が、その方々ももちろん慢性期のリハビリを受けながら、最

終的に医療が必要でなくなれば退院するという、そういった病気の病状によって急性、

亜急性、回復期、そして慢性期によってそれぞれリハビリの濃度も違いますし、医療

も少し変わってまいります。 

  そういう中で、いずれにいたしましても、元気に帰っていただこうというために、そ

れぞれの医療処置が要ると。そういうことで、今回、この地域包括ケア病棟を一つは

設置いたしました。 

  もう１点は、もともと急性の病状になりますと、肺炎とか心不全、あるいは骨折とか

ということでなられますと、当然、急性期の病状につきましては、南奈良総合医療セ

ンターで救急で来ていただいて治療するというもともとの想定でございましたけども、

一方で、家で見ておられて、少しちょっと脱水気味ですとか、あるいは肺炎なんだけ

ども、それほどひどい肺炎ではないし、ちょっと点滴を四、五日したら、もうすぐに

退院できるというような比較的軽症の方々につきましては、この地域包括ケア病棟に

直接入院していただいて、南奈良に行くほどでもないけども、比較的軽症で、ちょっ

と脱水のコントロールとかをすれば、またそのままおうちへ帰っていただけると、そ

ういう入院もできると、そういう病棟でございます。 
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  一応、私のほうからは、そういう意味合いで今回の地域包括ケア病棟というのを設定

したというところでございます。 

○植田委員長 春増委員。 

○春増委員 今、御説明いただいたんですけども、そしたら、直接、例えば吉野病院のほ

うへ行って、これはもう包括ケア病床で、要するに軽い状態やと、南奈良まで行く必

要はないという判断でそのままそこで治療をして、ほんで在宅のほうに帰るという場

合ももちろんあると、そこの判断でされるということですね。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 おっしゃるとおり、そういうことでございまして、基本的な在宅支援で

ございますので、家でできるだけいていただきたいんだけども、少しの間、入院して、

先ほど申しました、ちょっと点滴をすればよくなるという方々については、こちらの

ほうにも入院していただいて帰れると、そういう病棟でございます。 

○植田委員長 春増委員。 

○春増委員 その辺のは、この今、医療体制で一番大事なとこはそこやと思うんですよ。

本当に病院同士がそれぞれの役割分担をちゃんと果たして連携をとって、この患者さ

んはここでいい、ほんでこの患者さんはここまで来る必要があるとか、その辺の判断

をちゃんととれるようにやっていくというのは一番大事なとこだと思うんですけども、

そしたら、五條病院のほうは今のとこは包括ということを考えてられない。要するに、

今、私たちが聞いてたのは、療養型というんか、南奈良で終わった患者さんを五條の

ほうでという形でと思ってたんですけど、それで、そのままでいくんですか。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 現時点では、療養病床のままでというふうに設定しておるところではご

ざいますけども、今回、この新しい診療報酬改定に伴いまして、こういった病棟が設

定すること、吉野病院に決まりました。それで、実際、運用してみまして、その地域

のニーズでありますとか、あるいは療養期がやっぱり、とはいえかなり数が要るとか

という場合もございますし、一方で、やはり地域包括ケア病棟みたいに軽症の入院が

要るという方も当然あると思うんですけども、そういったのを少し吉野病院のほうの

傾向を見た上で、今度の慢性期の五條病院の改修に当たりましては、施設整備につき

ましてはどちらでもできるような形で整備するつもりでおりますので、現時点では療

養期２病棟と考えておりますけども、今後、吉野病院の運用次第によりまして、１年
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間休院中に五條病院はどうするかということについても、しっかりと医療ニーズと、

それから南奈良の総合医療センターと五條病院の距離感とかの問題もございますので、

そういったことを考えて検討していきたいというふうに思っております。 

○植田委員長 山口委員。 

○山口委員 五條病院でも、いわゆるこの地域包括の病棟ができるというふうにとらせて

いただいてよろしいんですか。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 今、申しましたように、吉野病院の状況を見た上で、五條の医療ニーズ

も含めて検討するということで、今回はとどめさせていただきたいと思っておるんで

すけど。 

○植田委員長 山口委員。 

○山口委員 ありがとうございます。 

  この地域包括ケアシステムの構築しないと、各自治体で構築しないと、この病床いう

のはうまく利用できていかないと思うんです。やっぱり在宅というのがしっかり確定

しておった中で、この地域包括いう言葉が出てくるんであろうと思います。 

  前にも研修行かせていただきました尾道市ですかな、あそこでもしっかりそうしたシ

ステムの構築ができておる市であれば、こういった病床の活用いうのは大きな力を発

揮するんではないかと思うんですけども、この吉野郡や過疎の五條市におきましても、

こうした構築が果たしてできていくのかどうかいうのが大変、旧五條市内でしたら何

とかかかりつけ医もいけそうな感じはするんですけども、この広い吉野郡、また五條

市の過疎地域においても可能なのかというこの見通しいうのはございますんかな。そ

の辺、教えていただけますか。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 この地域包括ケア病棟でありますとか、慢性期を含めまして、組合とい

たしましては、急性期から慢性期の医療につきましては、恐らくこれでかなり役割分

担、機能分担できましたので、しっかりと１つの、３つの病院ですけども、１つの病

棟と考えてベッドコントロールすることによって、それぞれ医療の必要な方について

は、まずこれで自宅へ帰っていただくための医療としては、一定構築できたかなとい

うところでございます。 

  じゃ、ここから先、地域包括ケアでありますとか介護との連携をいかにしていくかと
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いうところが非常に大事でございまして、まず入院をしっかり、救急を診る、入院が

できるというのが１点でございましたけども、今度は、帰っていくときにどこへ帰る

か、家なのか、施設なのか、その辺のところをその人の病状に合わせてきっちりと振

り分けていく必要がある。退院調整というふうな形になるかと思います。その辺はま

さしく介護の方、福祉の方々としっかりとケアカンファレンスをすることによって、

連携をとることによって、この人にとって一番望ましい帰り場所というんですか、そ

ういうゴールを設定させていただいて、しっかりケアカンファレンスをして、家に帰

っていただくと。それが１つ。 

  それから、もう一つは、なかなか僻地もそうでございますし、この五條も、この下市、

大淀もそうなんでございますけども、在宅の先生方、あるいは訪問看護ステーション、

それぞれしっかりやっていただいておるところではありますけども、なかなかやはり、

特に医療依存度と申しますか、がんでありますとか、そういう難病の方々が帰るに当

たっては、なかなかそのおうちに帰るに当たって在宅医、あるいは訪問看護ステーシ

ョンで十分対応できない部分がございます。 

  ですから、そういった意味で、３つ目としては、やっぱりこの組合のほうといたしま

しても在宅支援という意味で訪問診療を展開していく。これは決して、積極的なんで

すけども、実は開業の先生方とか訪問看護ステーションで十分対応できるんであれば、

それはしっかりとうちのほうで調整しますけども、できなくて、何とかそれを、来て

くれはったらできますよという患者さんがおられますので、そういった地域のそうい

う訪問診療、訪問看護をサポートするような形の訪問診療というのを展開していきた

いというふうに考えております。 

  そこで、かなりつながってくる。それは、１つには在宅のみとりでありますとか、そ

ういうところにもつながっていくかなというように思っておりまして、今、これから

まさしく地域包括ケアのシステムを構築していく上で、医療の側からできること、あ

るいは介護、福祉とのしっかり連携というところまで来ておりまして、まだこれから

だとは思うんですけども、組合としてはしっかりと医療面で役割を果たしていきたい

というふうに思っておるところでございます。 

○植田委員長 よろしいですか。ほかに。 

  中井委員。 

○中井委員 地域包括ケア病棟ということで、新たにこういう提案をしていただきまして、
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吉野としましても、今までどおりの形で、その近隣地域も含めてちょっと安心感があ

るのかなというふうに思っております。 

  その中で、赤字は課題事項ということで書かれております。医師の確保とか、技師の

確保、先ほどは大丈夫ですよというような言葉も言われておりました。 

  ただ、地域包括ケア病棟になることによって、診療科目、この辺は前回、住民啓発と

かやられている予定と若干変わってくるのかどうか。科目として余り変わらないのか

どうかということと、もう１点、総合医の育成ということは、この地域包括ケア病棟

と絡んで考えられておられるのか、その点につきましてお伺いしたいと思います。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 診療科につきまして、地域包括ケア病棟で行いますのは、先ほど申しま

したように、いわゆる日常動作をアップさせるようなリハビリを行いますとか、ある

いは内科的な医療処置が中心になりますので、基本的には内科、整形外科、もともと

設定しておりました内科、整形外科の診療を中心に考えております。 

  もちろん、今、委員御指摘のように、総合内科、総合診療科のドクターの配置という

のも重要だと考えておりまして、その辺のところも配置も考えておるところでござい

ます。 

  それから、こういった病床こそまさしく総合診療としての逆に教育とか研修の場所と

しては最も必要な場所だというふうに考えておりまして、その総合診療の教育、研修

のフィールドとして重要でございますので、南奈良で救急とか専門診療の勉強をしな

がら、例えば週１回とか２回とか吉野病院、あるいは五條のところでこういう亜急性、

回復期、地域包括ケア病棟のところ、あるいは慢性期のところもしっかりと勉強をし

ていただく。もちろん、先ほど申しました訪問診療につきましても、非常に総合医に

とっては大切な役割でございますけども、実はこういった包括ケアとか慢性期とか訪

問診療については、それほど実は教育できる場所というのが余り整ってないという現

状がある中で、今後、奈良県の全体でそういった総合診療の教育の場所としては非常

に今回のうちの体制は大切なところだと思いますし、そういうことができる病院にな

っていかなあかんというふうに考えております。 

○植田委員長 中井委員。 

○中井委員 ありがとうございます。 

  実際に全体的な経営を見ても、この吉野病院の形が五條病院に広がり、そしてまた南
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和の経営にプラスになればなというふうに思うわけですけれども、その中で、早い段

階からこのシステムを入れながら、確立して経営的なものを見ていくと。そうなって

くると、住民啓発というのも非常に前から少しちょっと変わってくると思いますので、

27年度の予算にもありましたけども、住民啓発事業の中でも、その点も入れていただ

いて、一日でも早いスタートを切っていただければなというふうに思っておりますが、

その点、最後に質問させていただいて、終了します。 

○植田委員長 本次長。 

○本事務局次長 住民啓発事業につきましては、前年度も議会のほうでその必要性、御

意見等々いただきまして、議会に赴いての説明、その後にパンフレット作成、または

住民の方がお集まりになっていただく場所での、私ども事務局職員が出向いての説明

等、そういった事業を展開してまいりました。まさに来年度から病院のオープンに際

しまして、計画的に、また丁寧に住民説明も行っていく方針で、所要の経費につきま

しても予算計上しておりますので、その辺についてもまた各委員の御協力も得ながら

進めたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

○植田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 いないようでありますので、以上で質疑を打ち切ります。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎イニシャルコスト及びランニングコストについて 

○植田委員長 続きまして、会議次第、報告事項で２のイニシャルコスト及びランニング

コストについて、理事者の説明を求めます。 

  杉山副管理者。 

○杉山副管理者 資料２、イニシャルコスト及びランニングコストについて、説明をさせ

ていただきます。 

  失礼して、座らせていただきます。 

○植田委員長 はい、どうぞ。 

○杉山副管理者 ５ページのほう、お願いをいたします。 

  事業進捗に伴うイニシャルコストの見直しについて、説明をさせていただきます。 

  昨年の11月の組合議会におきまして、物価高騰の影響に伴い、ＪＶサイドから、イン

フレスライドに伴う工事費増加分として２億6,000万円の請求が出されているといった
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御報告をさせていただいたところでございます。 

  これにつきまして、組合として金額の精査を行うとともに、できるだけ総事業費を増

加させないように、既存資産の買い取り費用について一部免除をいただくなどの追加

の支援をお願いするなどして対応する方向で検討していきたいという説明をさせてい

ただいてきたところでございます。 

  今回、関係機関と一定の調整が進みましたので、インフレスライド以外の部分の変動

もあわせて御説明をさせていただきます。 

  資料右側の主な変動要因の欄をお願いをいたします。 

  一番上の囲みは、南奈良総合医療センターの建設工事に係る増加要因です。 

  インフレスライドの１回目につきましては、昨年８月１日を基準日ということで、残

工事の建設コストの増加分のうち、組合として対応すべき金額として約１億6,000万が

妥当ということでＪＶとの確認を行ったところでございます。 

  その下、２回目については、さらなるインフレスライドへの対応分として１億円の想

定を行っているものでございます。 

  これについては、ことしですけども、１月30日付で国交省のほうから、本年の２月か

ら適用する労務単価として、対前年比で4.2％アップという通知が出されたところでご

ざいまして、今後、ＪＶサイドから請求が出された場合への対応ということで挙げさ

せていただいている部分でございます。 

  この２回目のインフレスライドにつきましては、先般２月の12日付で、同日を基準日

としてＪＶのほうから請求がございました。金額といたしましては5,800万円の増加が

必要という請求を受理したところでございます。今後、金額の精査を行っていくこと

といたしております。 

  その下、その他工事分は、建設工事を進めていくに当たりまして、残土の排出量が設

計想定より多かったこと、今後、医療設備の充実に対応するために電気容量をふやし

ておく必要があるなどといった部分に対応する変更工事分といたしまして、１億円を

計上しているものでございます。 

  ２つ目の囲みに記載の木質バイオマスボイラーにつきましては、南和地域の特性に配

慮をしつつ、環境に優しい取り組みといたしまして導入を予定しております２基の重

油ボイラーのうち１基を、ペレットを燃料とするボイラーにするものでございます。 

  なお、この設置に係る費用につきましては、県による10分の10の補助の内示をいただ
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いている状況でございます。 

  ３つ目の囲みにつきましては、五條病院改修工事に係るインフレスライド見込み額で

ございます。南奈良総合医療センターの工事費の増加分を勘案いたしまして、１億円

程度の上積みが必要と考えているところでございます。 

  これらの経費の増加要因に対応するために、今回、経費の減額の対応策といたしまし

て整理をしたのが、下段に囲みで記載をしております見直しの内訳でございます。 

  一番大きな内容といたしましては、五條病院の建物について、県が組合から買い取り

費用の負担を求めないことで御理解をいただき、４億8,000万円の事業費の抑制となっ

てございます。 

  次に、先ほど説明をさせていただきました吉野病院の医療機能の見直しに伴う改修工

事費の削減、及び、吉野町の御理解を得て、吉野病院の買い取り資産を変更すること

に伴う組合の支出費用の抑制で約3,000万円を捻出してございます。 

  さらに、先ほど内容の説明をさせていただきましたが、医療情報システムの入札の結

果、予算に比べまして1.4億円の執行残が出ております。 

  以上、合計5.5億円の増加要因に対しまして、6.5億円の減額要因がございまして、上

段資料中央に見直し後ということで書かせていただいてますが、支出面の総事業費欄

に記載しておりますように、現時点におきましては、総事業費の見込みは195.6億円と

なっているところでございます。 

  今後、五條病院の改修工事でございますとか、医療機器の導入といった予算金額、規

模の大きな事業がいまだ残っておりますが、組合といたしましては、今後、イニシャ

ルコストの総額をできる限り増加させないように事業のほうを進めてまいりたいと考

えているところでございます。 

  続いて、６ページ、お願いをいたします。 

  ランニングコストに対する県の追加支援について、説明をさせていただきます。 

  左側、現行スキームに記載しておりますのは、前回11月の議会において説明をさせて

いただいた内容でございます。組合としては、平成28年度に南奈良総合医療センター

を開院をし、引き続いて29年度に五條病院のリニューアルオープンを予定しているこ

とから、吉野病院を含めまして、組合が経営をいたします３つの病院がフル稼働する

平成30年度を標準的な状態として収支の見きわめを行う必要があることから、平成30

年度の構成団体による支援の枠組みについて示しているのが左側の図でございます。 
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  これに対しまして、28年度は五條病院の改修工事に伴う休院によりまして、組合の経

営が厳しくなることが見込まれることから、この部分についての支援について検討、

協議を進めてまいりました。 

  この結果、資料右側、Ｈ28の追加支援に記載のとおり、平成28年度、五條病院休院中

の県からの新たな財政支援といたしまして、今後、金額の精査が必要ではございます

が、人件費に着目をいたしまして支援をいただくことで調整を進めていくことになっ

たということで、御報告をさせていただきます。 

  続いて、７ページ、お願いをいたします。 

  負担金について、過疎債のソフト分を活用する場合のイメージということで説明をさ

せていただきます。 

  先ほど、ランニングコストの負担について説明をさせていただきましたが、構成団体

にお願いをしております負担金の財源の手当てといたしまして、過疎債のソフト分を

活用していただくこともそれぞれの団体で検討していただく値打ちがあるのではない

かと考えておりまして、整理を行いましたので、説明をさせていただきます。 

  御案内のとおり、過疎債のソフト分につきましては、従来のハード分だけでなく、過

疎地域であるがゆえに行政コストが割高になるといった点に着目をし、平成22年度、

制度化されたものでございます。 

  過疎債ソフト分とはに記載しておりますとおり、各市町村が策定をされます過疎計画

に位置づけを行った上で、通常の内部管理経費を超える増嵩経費を充当の対象とする

ものでございます。米印で記載しておりますが、組合に対する負担金のうち、組合と

いたしまして、医師確保のために支出をいたします割り増し賃金部分、概算で約１億

ぐらい見込んでおりますが、この部分について、それぞれの市町村で過疎債のソフト

分の対象としていただくことは可能というふうに考えてございます。 

  また、資料右上、過疎債ソフト事業の発行についてをごらんいただきますと、各市町

村ごとの発行限度額を記載してございます。各市町村の標準財政規模に応じて基準額

が設けられておりまして、この基準額の範囲内であればおおむね要望額が認められて

いるところでございまして、また、基準額の２倍までは要望が可能であり、国が定め

る地方債計画の範囲内で枠が残っておれば、２次配分として追加配分が行われるとい

った状況でございます。 

  各構成団体のこの過疎債ソフト分の要望状況を拝見をいたしますと、基準額を上回っ
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て活用されている団体がある一方、基準額にかなりすき枠がある団体もございます。

すき枠を残されている団体にあっては、いろんな事情があろうかとも思いますが、当

組合に対する負担金について、過疎債ソフト分の活用を御検討いただいてはどうかと

いうふうに考えております。 

  具体的な事務の流れを下段に記載しております。 

  組合への負担金について予定される団体にあっては、起債の申請を行われる前に、組

合に対して活用額の協議を行っていただきたいと考えております。組合といたしまし

ては、各団体の活用予定額の合計が組合としての増嵩経費の枠内におさまっているか

どうかのチェック確認を行わせていただき、協議をいただいた団体に返事をお返しを

させていただきたいというふうに考えております。 

  この１つのプロセスがふえますが、財源確保という視点で御検討いただければと思い、

情報提供等させていただきます。 

  説明は以上とさせていただきます。 

○植田委員長 御苦労さまでした。 

  説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  ただいまの報告事項に関しまして、質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 ないようでありますので、以上で質疑を打ち切ります。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎公立３病院職員の身分移管に向けたスケジュールに 

 ついて 

○植田委員長 続きまして、会議次第、報告事項３．公立３病院職員の身分移管に向けた

スケジュールについて、理事者の説明を求めます。 

  杉山副管理者。 

○杉山副管理者 そうしましたら、資料３について説明をさせていただきます。 

  失礼して、座らせていただきます。 

○植田委員長 はい、どうぞ。 

○杉山副管理者 ８ページをお願いをいたします。 

  職員の身分移管に向けたスケジュールについて、説明をさせていただきます。 
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  資料にございますように、昨年の10月に運営会議で承認をいただき、組合議会で報告

をさせていただきました処遇に係る基本方針につきまして、昨年の11月でございます

が、３病院の職員の方を対象に説明会を開催をし、それぞれの病院の現在の制度との

違いについても説明を行わせていただいたところでございます。 

  説明会終了後12月に、医師、事務職を除く３病院の全職員を対象に、組合への身分移

管の希望について意向調査を実施いたしました。 

  その結果については、資料中ほどの赤枠で囲ったところに記載してございますが、現

時点でおおむね６割の方が組合への身分移管を希望し、３割の方がいまだ決めていな

い、１割の方が身分移管を希望しないとの回答でございました。 

  ただ、希望しないという回答をなさった中には、個人的な事情で退職される方なども

含まれていますので、実質的には、現時点で身分移管を希望されない方はごく少数で

はないのかなというふうに認識をしてございます。 

  また、わからないと答えられた方は、処遇に不満があるというよりは、新しい体制で

どの病院で勤務することになるのか、また、どのような業務を担当することになるの

かといった点に不安を感じておられる職員が多いのが現状というふうに感じておりま

して、引き続き丁寧な説明を行わせていただきたいと考えております。 

  今後の予定につきましては、ことしの６月ごろまでに処遇の具体的な内容について職

員組合とも協議をしていき、再度、６月から７月にかけまして職員説明会を開催、最

終の意向調査をさせていただきたいと考えております。 

  この調査結果を踏まえまして、職員の人員配置の検討を行い、必要人数が確保できな

い職種がもしございましたら、組合としてオープンに向けて採用試験等の準備を行っ

ていく予定でございます。 

  これらの結果につきましては、10月に予定しております運営会議や組合議会において

説明をさせていただき、28年２月の組合議会において、給与等の関連条例の上程を行

いたいと考えております。そして、28年度からは、３病院の職員の方を組合の職員と

して身分統合をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 

  簡単でございますが、身分移管に向けたスケジュールについての説明は以上とさせて

いただきます。 

○植田委員長 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 



－42－ 

  ただいまの報告事項に関しまして、質疑のある委員は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 ないようありますので、以上で質疑を打ち切ります。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎その他 

○植田委員長 続きましてですが、この機会に何か御発言、あるいは御意見等ございまし

たら、挙手をしてお願いをいたしたいと思いますが、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 ないようでありましたら、実は、ここでちょっとだけ私に発言する機会を

いただきたいと思います。 

  あくまでも委員長として、この委員会の運営に徹してまいったところであります。 

  最後のお願いでございますので、どうかお認めをいただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

  実は、私、先月、心臓のカテーテル検査をしてまいりました。実にこれが４回目であ

りました。10年前に救急車で運ばれまして、そのときに、ちょうど10年前にステント

を入れていただきました。カテーテル検査をしまして、何とか一命を取りとめた。一

昨年、ちょうどこの２月議会の５日前にも実は救急車で行きまして、その際、再狭窄

というのがございまして、しかもステント内でしたのでわかりにくかったということ、

経緯もあったもんですから、幸い、こうした今、元気にしていることができておりま

す。 

  このことは、実はこの吉野地方、南和地方にとりましては、高齢者も多くて、こうい

う血管、特に心臓のあれを持つ高齢者がふえてくると思います。今のところ、この南

奈良総合医療センターでは、心臓カテーテルの治療を行わないという方針であるとい

うふうに聞いております。ただ、どうしてしないんですかというような質問もされま

した。大淀町議会においても、またそういった質問もされております、なぜないんで

すかということで。 

  ですから、いろんな事情がおありかとは思います。ですから、すぐにこういった治療

ができるということは無理かもしれません。ただ、救急病院を標榜する、24時間の断

らない救急を目指すというこの病院のコンセプトというものを考えれば、やはり心臓

のカテーテルの術式というものが必要になってくるのではないかと。ですから、特に
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この心筋梗塞に対しましては、早い治療が必要であろうかと私は考えております。で

すから、組合の皆さんに対しまして、まず医師の確保、そして機器の整備、そういう

ところの検討をぜひともお願いをしたい、このように切望するものであります。 

  ですから、このことについて、理事者からもしコメントがございましたら、お聞かせ

願いたい。 

  松本副管理者。 

○松本副管理者 ただいま植田委員長のほうから御発言がございました、いわゆる狭心症

から心筋梗塞までの対応をどうするかということでございます。 

  今度の新体制におきまして、こういった狭心症、心筋梗塞、いわゆる今、急性冠症候

群というような表現をするわけでございますけども、そういった疾患に対しまして、

これはもう５疾病５事業のいわゆる５疾病の中の重要疾患の１つでございますので、

新体制でもしっかりとそれに対応するようにということで、今、進めておるところで

はございます。 

  この心筋梗塞につきましては、基本的にはやっぱり予防、そして早期の診断、そして

早期治療ということが大切だということで、まずは、その予防につきましては、これ

はもう専門診療の中で循環器内科の専門医、あるいは糖尿病・代謝内科といったこう

いった心筋梗塞につながる可能性のある方々をしっかりと事前に生活習慣のチェック

でありますとか薬物療法で予防しようというのが、これが１つございます。 

  また、診断面でございますけれども、今、委員長のほうから御指摘ございましたよう

に、じゃ、診断どうするんだという話がございます。 

  今の急性冠症候群と申しますのは、心臓を養っております冠動脈が細くなってきて、

それが詰まるまでのときに出てくる症状が狭心症でして、詰まったのが心筋梗塞とい

うことなので、その血管が細くなっている状況を診断する方法として、今、委員長お

っしゃられたのが、カテーテル検査というのがございます。 

  ところが、このカテーテル検査で描出できるといいますか、それにかわるといいます

か、実は、冠動脈、それを写すＣＴ検査がございまして、今度の新しい病院の中には、

ハイスペックな非常にレベルの高いＣＴを導入する予定にしておりまして、恐らくこ

のＣＴ検査でカテーテル検査に代用できるだろうというふうには考えております、診

断名につきましては。ところが、治療ということになりますと、これはなかなか一つ

難しゅうございまして、診断面はハイスペックなＣＴでできますけども、じゃ、治療
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するときにはということになりますと、やはり血管を広げたりとかということで、カ

テーテル治療、血管内のカテーテル治療というのが必要になってくるわけでございま

すけども、実は、そのカテーテル治療を行いますに当たりまして、かなり多くの症例

を経験するでありますとか、そういったことを踏まえて、専門医、あるいはそういう

資格というものが必要になってまいります。今、奈良医大を中心にそういった人を養

成していただいておりますし、それぞれの一定拠点病院的に奈良医大でありますとか、

例えば西和医療センターでございますとか、そういった形で拠点はございますけども、

このカテーテル治療のいわゆる緊急で対応しなければなりませんので、そうなります

と、24時間対応いたしますということになりますと、約、ほぼ３人程度のカテーテル

の治療のできる体制が必要だということで、まだ現時点では、やはり奈良医大のほう

からそういった今度の南奈良のところに専門医を派遣いただくには、まだ少しちょっ

と準備不足というようなこともお聞きしておる人員の問題。 

  それから、あと、今、実際、南和地域で救急搬送をされて、実際にカテーテル治療を

されるのは一体どれぐらいてるかという問題がございまして、それは大体１年間のｅ

－ＭＡＴＣＨの先ほどの救急搬送のデータからいいますと、大体4,000人ございますと

年間搬送が、カテーテル治療をしているのは大体10人前後という南和地域の現状がご

ざいます。これが全てを語っているわけじゃないかと思うんですけども、少しは漏れ

てるかと思うんですけども、そういった医療のいわゆる実態を考えますと、現時点で

はちょっとカテーテル治療を24時間体制でやるということがなかなかちょっと今でき

てないというところでございます。 

  とはいえ、やはり救急で症状が起こって心筋梗塞になったときには、当然、救える命

ですのでしっかりと救える体制をとらなあかんということで、一つは、先ほどのｅ－

ＭＡＴＣＨという中で、共通搬送ルールがかなり確立してまいりまして、もう心筋梗

塞がかなり疑わしいなということがわかりますと、今、いわゆるハイボリュームセン

ターであります奈良医大のほうに搬入していただくというようなシステムがかなり確

立してきたことと、今度、南奈良のほうも決してその辺については、後は任せとくぞ

いうのではなくて、搬送にいたしましても、ドクターヘリでありますとか、ドクター

カーの導入も今度のところでは検討しておるところでございますので、そういった意

味でも、そういう対応することによって、大学へ行ってカテーテル治療をしていただ

いて、その治療が終わればすぐにでもまた南和の方は南奈良総合医療センターに戻っ
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ていただいて、もう超急性期は過ぎたけども、急性期のうちからしっかりと、今度、

南奈良総合医療センターで心血管のリハビリでございますとか、そういったまさしく

急性期のうちにやっておくべきリハビリなどを対応していこうというところでござい

まして、現時点では、カテーテルについては、今の理由をもちまして対応できており

ませんけど、今後、人員体制が整ってまいりますとか、あるいはいろんなカテーテル

治療の進歩もあるかと思いますので、決して現状に満足せずに、しっかりと今後も心

筋梗塞の対応については治療までできることも含めまして検討していきたいというこ

とでございます。 

  以上でございます。 

○植田委員長 ありがとうございました。どうか…… 

○国中委員 まどろっこしい。要するに医者が確保できやんいうことかい。 

○植田委員長 ということですから。しかし、開院後、できるだけ早い時期にそういうこ

とができるように、ぜひともお願いをして…… 

○国中委員 何ができるねん、そしたら、これ、これ、これ、院長。何ができるの、これ。

200億もかけてな、やると言うてる、これで何できるの。一度教えて。ほんで、今の話

聞いてて、何じゃこれはと思ってん、内心で。何できるねん。救急、何できまんねん、

一遍教えて。どないもできるもんかって言うんやったら。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 重要疾患でございますので、そういう意味では脳卒中に対しましては緊

急手術から、それからカテーテル治療までできるようなことも脳外科と脳外科体制を

整えておりますので、まずそれができるということがございますし、あと、重要疾患

の中では、糖尿病に伴いますいろんな合併症がございますけども、そういったこと。 

○国中委員 それは緊急違うがな、それは。緊急じゃないわ、そんな脳疾患や糖尿のやつ

は。 

○松本副管理者 おっしゃられている中で、例えば糖尿病から来る下肢の動脈の閉塞でご

ざいますとか、そういった意味でございまして、そういった緊急の疾患に対すること。 

  それから、やはりこれから高齢者が多くなってきますと出てまいります肺炎でござい

ますとか、心不全のときのいわゆる呼吸管理も必要になってくるような重症の疾患、

それから、外傷でございます。特に高齢者の大腿骨の頸部骨折といいまして、非常に

骨折を契機に寝たきりになったりとかすることがございます。また、もちろん、それ
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をきっかけに生命にかかわることがございます。そういったいわゆる運動器疾患の外

傷についても、救急としてはしっかりと対応していくつもりでございます。 

○植田委員長 国中委員。 

○国中委員 これね、院長、200億もかけて、あっこあかんねん、ここあかんねん、これ

ええねんというのは、俺から見てたらおかしいと思う。やっぱり緊急は何でも受ける

よというぐらいの、みんな期待してるわけ。だから、これから啓蒙に、これあきまへ

んねん、あれあきまへんねん、これは受けまんねんって話、みんなに言うたり。その

ほうがええわ、それやったら。こんなもん、心臓みたいな、いつ起こるかわからんね

ん、お互いに。脳もそうや。後は、そんな緊急、それは不慮の事故とかいうやつはま

た別よ。やっぱり内臓というのは外にいたら、いつ何が起こるかわからんから、不慮

の事故はまた別としても、これはもう大概のとこはしてくれると思う。これも、俺も

期待してる病院なんやけどね。しかし、心臓とか脳とかって一番大事な心臓な、これ

あきまへんねんって聞いて、唖然としてまんねん、実は、実は。だから、これからも

このここへ、あんなあっこへ看板ね、心臓外科は絶対一切あきまへんってもう看板か

けたりよ。俺はそれぐらいやったらええと思う。それは親切というもんや。と思うわ。

俺、きょう荒っぽい物の言い方して悪いけどね、これは早急に、院長、やっぱり対応、

俺はすべきやと思いますよ。あかんかったら奈良医大とか和歌山医大と連携しいよ。

俺、常に言ってるやろ。和歌山医大いって和歌山医大から来てもらいよ。ぐあいが悪

いんかい。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 そういうわけでございませんでして、奈良医大のほうの循環器内科のほ

うともしっかりと今、話もさせていただいてる中で、現状といたしましてはカテーテ

ル治療につきましては大学で必ず受けるからと。ただし、そこに運ぶに当たっての迅

速に運ぶ方法をしっかりとうちのほうも構築せなあきませんし、診断する必要が当然

出てまいりますので、明らかなのは送るとしても、その一歩手前のところにつきまし

ては、南奈良でしっかり受けて、そこのカテーテルだけが今、できないだけでござい

まして、あとは全部できるつもりで…… 

○国中委員 とにかくね、みんな期待してるのとうらはらやねん。みんな期待してるのと。

まあ、座ってください。だから、早急にこれはやっぱり対処すべきと思いますよ。奈

良医大あかんで、和歌山医大へ回して三重県にもたくさんあるし、大阪にもたくさん
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あるねん。医者募集したら来てくれるやわからん。何も奈良医大に限ったことじゃな

いやろ。俺はそう思うよ。だから、私の言うてることは荒っぽい、荒くたいことかも

わからんけど、それやったら、またほかの医者派遣してくれまへんねん。まあ、つま

らん医科大学やで、俺から言わしゃ。とにかくそういうことやから、早急にこれは整

備してもらいたいな思うな。 

○植田委員長 ということであります。どうかよろしくお願いをいたします。頑張ってく

ださい。 

  ほかに何か御意見ございますか。 

  吉井委員、どうぞ。 

○吉井委員 要望ということないんですけど、今は心筋梗塞、それぞれございましたが、

南部活性化ということが言われて久しいかと思います。 

  それで、南部を活性化しようとすると、やはり子供がたくさん生まれないといけない

ということで、この救急病院につきましても、やはり子供を産む場所のない地域を、

今、現実が吉野郡、五條市ということなんですが、それで産科のほう、産婦人科のほ

うもやはりこれは早急な課題かなとは思っておるんですが、その辺、いかがでしょう

か。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 またお叱りを受けるかと思うんですけども、産婦人科、標榜しておりま

すけども、開院当初は分娩は休止とさせていただいてます。まさしく御指摘のとおり

でございまして、産科医療につきましても、やはり人員不足等々がございましたので、

オープン時はできておりません。 

  ただし、これは言い訳になるかと思うんですけども、奈良医大のまさしく助産師が、

あるいはドクターが南奈良のほうでしっかりと妊婦健診をしに参ります。それをして

いただいて、分娩時だけ行っていただく、奈良医大のバースセンターで産んでいただ

くというような体制づくりをしておりまして、また一方で、緊急時、異常分娩も含め

まして、そういうときにはしっかりと奈良医大もすぐに対応できるような形も含めま

して、そこの点につきましては構築させていただいておるところでございます。 

  今後、もちろん、委員おっしゃるところは大事なところだと思っておりますので、検

討していきたいというふうには思っておるところでございます。 

○植田委員長 ということで、要望ということで、どうかよろしくお願いをいたします。 
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  ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 それでは、事務局のほうもそれでほかにはないですね。もうないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 それでは、その他事項の質疑を打ち切ります。 

  以上をもちまして、本日の当委員会で予定いたしておりました事項の全てが審議を終

了いたしました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎閉会中の継続審査事項について 

○植田委員長 続きまして、会議規則第67条の規定により、閉会中の継続審査事項として、

組合規約第４条に定める組合の共同処理する事務全般について、議長に申し出たいと

思います。 

  その理由としては、前回と同様、業務等の進捗に応じた理事者側からの報告事項等に

ついて、当委員会で審議するためであります。 

  お諮りいたします。 

  当委員会の閉会中の継続審査事項として、組合規約第４条に定める組合の共同処理す

る事務全般について、議長に申し出ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  当委員会の閉会中の継続審査事項として、組合規約第４条に定める組合の共同処理す

る事務全般について、議長に申し出ることにしました。 

  次に、あすの本会議において、当委員会での審査の経過と結果につきまして委員長報

告を行うことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  当委員会での審査の経過と結果につきまして、あすの本会議で委員長報告を行うこと

といたします。 

  議長の取り計らいをお願いいたします。 

  委員長報告に関連しまして、委員長報告の内容につきましては、委員長一任でお願い

をいたしたいのですが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  審議内容をまとめて作文している時間がございませんので、不出来な面は御容赦いた

だきたいと思います。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎閉会宣言 

○植田委員長 最後になりましたが、委員各位の御協力によりまして、円滑に審議を振興

することができました。感謝申し上げます。 

  これをもちまして、病院建設運営委員会を閉会いたします。 

  どうもありがとうございました。 

閉会 午後 ４時３８分 
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